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「第３回 成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる 検討の場」

検証にかかる検討の進め方について【参考資料】

国土交通省 東北地方整備局

平成23年10月20日

資料－１【参考】
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●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策
河川を中心とした方策 ⇒「１・２・３・４・５・６・７・８」
流域を中心とした方策 ⇒「１３・１４・１５・１６・１７・１８・１９・２１・２２・２３・２４・２５」

●これらの方策を組み合わせて、複数の治水方策の組合せ案を検討する。
●組み合わせた治水方策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく方策

2）
ダムの

有効活用

3）
遊水地等

4）
放水路

5）
河道の
掘削

6）
引堤

7）
堤防の
かさ上げ

8）
樹木の
伐採

9）
決壊しない

堤防

10）
決壊しづらい

堤防

11）
高規格
堤防

12）
排水機場

等

河川を中心とした方策

治水方策

※方策 8）樹木の伐採、24）森林の保全、25）洪水の予測・情報の提供等は全ての対策に共通

■効果等を定
量化できる

■河川整備計
画に相当する
案を設定する
ことで、治水
対策の案とし
て評価可能で
ある

■効果等を
定量化でき
る

■既設ダム
の活用によ
り、効果的
な洪水調節
を検討

■利水代替
案との競合
が想定され、
調整した評
価が必要

■効果等を
定量化でき
る

■遊水地よ
り下流区間
に対して効
果がある

■効果の程
度、遊水地
区域の確保
が可能なら
治水方策の
一つとして
期待できる
が、遊水地
とする区域
の土地利用
の継続の可
否等も検討、
評価が必要

■効果等を
定量化でき
る

■分岐地点
下流区間に
対して効果
がある

■新たな水
路を設ける
こととなり、
現実性や環
境等への影
響も評価が
必要

■効果等を
定量化でき
る

■河道掘削
により河道
断面を拡大
する対策

■環境、経
済性、効果
発現時期の
違い等の評
価が必要

■効果等を
定量化でき
る

■引堤によ
り河道断面
を拡大する
対策

■河川に隣
接する家屋
等の補償、
橋梁の改築
等、経済性
や効果発現
時期の違い、
地域への影
響等の評価
が必要

■効果等を
定量化でき
る

■堤防のか
さ上げにより
河道断面を
拡大する対
策

■水位が高
くなることに
より、被害ポ
テンシャルの
増大を招く

■橋梁改築
等による経
済性や効果
発現時期の
違い、地域
への影響等
の評価が必
要

■河道改修
や維持管理
の面で全て
の対策に共
通

■一時的に
効果が得ら
れるが、成
長すればな
くなる

■環境への
影響等の評
価が必要

■流量低減
等の効果は
見込めない

■堤防構造
だけでなく、
基礎地盤等
の技術的課
題も多いこと
から、雄物川
流域での治
水対策として
の評価は困
難

■流量低減
等の効果は
見込めず、
内水域に限
定した対策
である

■流量低減
等の効果は
見込めない

■堤防構造
だけでなく、
基礎地盤等
の技術的課
題も多いこと
から、雄物川
流域での治
水対策として
の評価は困
難

■整備と併
せて再開発
を要する市
街地など、雄
物川沿川で
は該当箇所
がない

■流量低減
等の効果は
見込めない

複数の治水・利水対策案の立案について《各方策の適用性判定（治水）①－１ 》

1）ダム
【河川整備計
画相当案】

検討にあたって
適用する方策
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13）
雨水

貯留施設

14）
雨水

浸透施設

15）
遊水機能
を有する土
地の保全

16）
部分的に
低い堤防
の存置

17）
霞堤
の存置

18）
輪中堤

19）
二線堤

20）
樹林帯等

21）
宅地のか
さ上げ､ﾋﾟﾛ
ﾃｨ建築等

22)
土地利用

規制

23)
水田等
の保全

24)
森林
の保全

25)
洪水の

予測・情報
の提供等

流域を中心とした方策

治水方策

26)
水害保険

等

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく方策

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策
河川を中心とした方策 ⇒「１・２・３・４・５・６・７・８」
流域を中心とした方策 ⇒「１３・１４・１５・１６・１７・１８・１９・２１・２２・２３・２４・２５」

●これらの方策を組み合わせて、複数の治水方策の組合せ案を検討する。
●組み合わせた治水方策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

複数の治水・利水対策案の立案について《各方策の適用性判定（治水）①－２ 》

■ある程度
効果量等は
定量化でき
る

■施設整備
の実施主体
や施設管理
の課題等、
実現性等の
観点でも評
価が必要

■はん濫を
前提にする
と、計画遊
水地と同様
の評価が必
要

■はん濫被
害を軽減す
る対策と組
み合わせた
評価が必要

■はん濫を
前提にする
と、計画遊
水地と同様
の評価が必
要

■はん濫被
害を軽減す
る対策と組
み合わせた
評価が必要

■該当する
箇所は少な
く、規模も小
さいことから、
効果量は小
さいと見込
まれる

■本川堤の
背後地をい
わゆる「計
画遊水地」
とするため、
社会的な影
響を含めて
検討が必要

■洪水の流
量低減の効
果はない

■無堤部や
暫定的に低
い堤防があ
ることから、
はん濫が発
生した場合
の被害軽減
対策として
組み合わせ
る評価が必
要

■洪水の流
量低減の効
果はない

■暫定的に
低い堤防が
あることから、
はん濫が発
生した場合
の被害軽減
対策として
組み合わせ
る評価が必
要

■新たに設
置する必要
がある

■流量低減
等の効果は
なく、代替の
治水施設と
して評価する
ことは困難

■無堤の区
間や暫定的
に低い堤防
があること
から、はん
濫が発生し
た場合の被
害軽減対策
として組み
合わせる評
価が必要

■治水計画
は近年の水
田状況を踏
まえており、
現在の水田
状況を維持
する必要が
ある点は、
全ての対策
に共通

■現状より
効果を期待
する場合、
施設整備と
洪水時の人
為的管理が
不可欠。広
大な水田で
の実現性等
評価が必要

■治水計画
は近年の森
林状況を踏
まえており、
現在の森林
機能を持続
する必要が
ある点は、
全ての対策
に共通

■森林土壌
をより健全
に変化させ
るには、適
切な管理と
保全が不可
欠かつ長期
間を要する
と考えられ
る

■他の治水
対策と並行
して実施す
べき、必要
不可欠な対
策

■制度面の
充実等今後
の課題

■ある程度
効果量等は
定量化でき
る

■施設整備
の実施主体
や施設管理
の課題等、
実現性等の
観点でも評
価が必要

■無堤の区
間や暫定的
に低い堤防
があること
から、はん
濫が発生し
た場合の被
害軽減対策
として組み
合わせる評
価が必要

※方策 8）樹木の伐採、24）森林の保全、25）洪水の予測・情報の提供等は全ての対策に共通

検討にあたって
適用する方策
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3※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

1）
【河川整備計画
　　　　相当案】

ダム

検証対象

３）
湖沼開発

４）
流況調整河川

２）
中流部堰

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河口部に堰を建
設した場合、必要
となる容量を確保
できない他、利水
事業の取水地点ま
での送水コストが
不利になり、実現
性が厳しい

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河川整備計画相
当案における最適
案として提示して
おり、利水対策の
案として評価可能

１）
ダム

（専用ダム新設）

■効果を定量的に
見込むことが可能

■改築した場合で
も必要となる容量
を確保できない
他、利水事業の取
水地点までの送水
コストが不利にな
る可能性や利水者
の同意が前提とな
るが、
複数を組み合わせ
る利水対策案とし
て評価可能

２）
河口堰

供給面での対応
(河川区域内)

■効果を定量的に
見込むことが可能

■既設ダムの治水
容量等の買い上げ
により確保される
容量では利水容量
としては不足する
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

６）
ダム再開発
（かさ上げ・

掘削）

利水対策

■効果を定量的に
見込むことが可能

■現行計画多目的
ダムに比べ、専用
ダムの場合はダム
が小さくなるがコ
ストが割高になる
可能性や利水者の
同意が前提となる
が、利水対策の案
として評価可能

７）
他用途ダム容量の

買い上げ

■効果を定量的に
見込むことが可能

■雄物川流域には
田沢湖が存在する
が、既得利水への
影響や湖沼環境に
与えるインパクト
を適切に判断でき
ないことから評価
困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■治水で検討され
る遊水地が評価可
能な場合に検討す
ることが前提とな
るが、複数を組み
合わせる利水対策
の案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■玉川、横手川の
流況は厳しく、玉
川ダム、大松川ダ
ムを建設した状態
であり、評価困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■かさ上げにより
確保される容量が
必要容量を満足し
ない可能性がある
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

５）
河道外貯留施設

（貯水池)

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（新規利水（かんがい））①》

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例

＊第２回検討の場説明資料より抜粋
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4

※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

利水対策

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

１２）
水源林の保全

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■水源林の保全
は、水源林の土壌
が有する雨水を地
中に浸透させて
ゆっくりと流出さ
せる機能を保全す
るものであり、既
に河川流況を構成
しているため新た
に河川流量が増加
し取水可能量を生
み出すものではな
く効果量をあらか
じめ見込むことは
できないが、効果
量にかかわらず行
うべき対策である

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことは困難

■雄物川流域で
は、雨水・中水利
用が行われている
か把握されていな
い。さらに利用施
設の整備を進める
かについては、利
用できる施設を有
する各施設管理者
の判断によって取
り組まれるもの
で、効果量の把握
は困難である

■効果を定量的に
見込むことが可能

■開発地点（雄物
川河口付近）から
補給地点最下流ま
での距離は約90km
であり、建設、送
水コストの両面か
ら見て実現性が厳
しい

１１）
海水淡水化

１７）
雨水・中水利用

１６）
節水対策

１４）
既得水利の
合理化・転用

■効果を定量的に
見込むことが可能

■ため池管理者の
同意、ため池の土
堤や地盤の状況な
ど詳細な調査が必
要であるが、複数
の組み合わせによ
る利水対策案とし
て評価可能

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■節水対策は、節
水機器の普及、節
水運動の推進など
により水需要の抑
制を図るものであ
り、かんがい用水
の場合、地区内の
利用された落水
（排水）の反復利
用がある。反復利
用は地区内の利用
可能量として検討
されるので効果量
の評価は可能であ
るが、排水を利用
するため将来も見
据えた用排水とし
ての水質の観点か
ら注意が必要であ
る

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■渇水調整の強化
は、渇水調整協議
会の機能を強化
し、渇水時の被害
を最小となるよう
な取水制限を行う
よう種々の措置、
指導、要請を行う
ものであり、効果
量をあらかじめ見
込むことはできな
いが、従来より渇
水時に行われてき
た手法であり、効
果量にかかわらず
行うべき対策であ
る

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■皆瀬川、成瀬川
の農業用水取水の
多くを占める国営
平鹿平野農業水利
事業では、水利用
計画の再編（用水
路整備、取水施設
改良等）を行って
おり、改めての評
価は困難

８）
水系間導水

９）
地下水
取水

■効果を定量的に
見込むことが可能

■土地所有者の同
意、ため池の土堤
や地盤の状況など
詳細な調査が必要
であるが、利水対
策案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■地下水の取水に
より地下水低下が
懸念されること
や、これに起因す
る地盤沈下の可能
性もあり、大量に
必要とする新規利
水等では実現性が
厳しいが可能な範
囲で限定的にする
ことで、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■北上川水系の流
況は厳しく、湯田
ダム、胆沢ダムの
容量にも余裕がな
いことから評価困
難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■利水容量の振替
を行う容量規模に
応じて、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

１３）
ダム使用権等

の振替

需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの

供給面での対応
(河川区域外)

１０）
ため池

（ため池かさ上
げ・買取)

１０）
ため池

（河道外調整池
新設)

１５）
渇水調整の強化

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（新規利水（かんがい））②》

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例
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5

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（新規利水（水道））①》

※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

1）
【河川整備計画
　　　　相当案】

ダム

検証対象

３）
湖沼開発

４）
流況調整河川

２）
中流部堰

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河口部に堰を建
設した場合、必要
となる容量を確保
できない他、利水
事業の取水地点ま
での送水コストが
不利になり、実現
性が厳しい

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河川整備計画相
当案における最適
案として提示して
おり、利水対策の
案として評価可能

１）
ダム

（専用ダム新設）

■効果を定量的に
見込むことが可能

■改築した場合で
も必要となる容量
を確保できない
他、利水事業の取
水地点までの送水
コストが不利にな
る可能性や利水者
の同意が前提とな
るが、
複数を組み合わせ
る利水対策案とし
て評価可能

２）
河口堰

供給面での対応
(河川区域内)

■効果を定量的に
見込むことが可能

■既設ダムの治水
容量等の買い上げ
により確保される
容量では利水容量
としては不足する
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

６）
ダム再開発
（かさ上げ・

掘削）

利水対策

■効果を定量的に
見込むことが可能

■現行計画多目的
ダムに比べ、専用
ダムの場合はダム
が小さくなるがコ
ストが割高になる
可能性や利水者の
同意が前提となる
が、利水対策の案
として評価可能

７）
他用途ダム容量の

買い上げ

■効果を定量的に
見込むことが可能

■雄物川流域には
田沢湖が存在する
が、既得利水への
影響や湖沼環境に
与えるインパクト
を適切に判断でき
ないことから評価
困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■治水で検討され
る遊水地が評価可
能な場合に検討す
ることが前提とな
るが、複数を組み
合わせる利水対策
の案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■玉川、横手川の
流況は厳しく、玉
川ダム、大松川ダ
ムを建設した状態
であり、評価困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■かさ上げにより
確保される容量が
必要容量を満足し
ない可能性がある
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

５）
河道外貯留施設

（貯水池)

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例

＊第２回検討の場説明資料より抜粋
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6

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（新規利水（水道））②》

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例

※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

利水対策

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

１２）
水源林の保全

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■水源林の保全
は、水源林の土壌
が有する雨水を地
中に浸透させて
ゆっくりと流出さ
せる機能を保全す
るものであり、既
に河川流況を構成
しているため新た
に河川流量が増加
し取水可能量を生
み出すものではな
く効果量をあらか
じめ見込むことは
できないが、効果
量にかかわらず行
うべき対策である

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことは困難

■雄物川流域で
は、雨水・中水利
用が行われている
か把握されていな
い。さらに利用施
設の整備を進める
かについては、利
用できる施設を有
する各施設管理者
の判断によって取
り組まれるもの
で、効果量の把握
は困難である

■効果を定量的に
見込むことが可能

■開発地点（雄物
川河口付近）から
補給地点最下流ま
での距離は約90km
であり、建設、送
水コストの両面か
ら見て実現性が厳
しい

１１）
海水淡水化

１７）
雨水・中水利用

１６）
節水対策

１４）
既得水利の
合理化・転用

■効果を定量的に
見込むことが可能

■ため池管理者の
同意、ため池の土
堤や地盤の状況な
ど詳細な調査が必
要であるが、複数
の組み合わせによ
る利水対策案とし
て評価可能

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■節水対策は、節
水機器の普及、節
水運動の推進など
により水需要の抑
制を図るものであ
り、水道用水の場
合、節水コマの普
及、工場における
回収率の向上等が
あるが水道利用者
の判断によって取
り組まれるもので
効果の把握は困難

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■渇水調整の強化
は、渇水調整協議
会の機能を強化
し、渇水時の被害
を最小となるよう
な取水制限を行う
よう種々の措置、
指導、要請を行う
ものであり、効果
量をあらかじめ見
込むことはできな
いが、従来より渇
水時に行われてき
た手法であり、効
果量にかかわらず
行うべき対策であ
る

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■皆瀬川、成瀬川
の農業用水取水の
多くを占める国営
平鹿平野農業水利
事業では、水利用
計画の再編（用水
路整備、取水施設
改良等）を行って
おり、改めての評
価は困難

８）
水系間導水

９）
地下水
取水

■効果を定量的に
見込むことが可能

■土地所有者の同
意、ため池の土堤
や地盤の状況など
詳細な調査が必要
であるが、利水対
策案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■地下水の取水に
より地下水低下が
懸念されること
や、これに起因す
る地盤沈下の可能
性もあり、大量に
必要とする新規利
水等では実現性が
厳しいが可能な範
囲で限定的にする
ことで、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■北上川水系の流
況は厳しく、湯田
ダム、胆沢ダムの
容量にも余裕がな
いことから評価困
難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■利水容量の振替
を行う容量規模に
応じて、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

１３）
ダム使用権等

の振替

需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの

供給面での対応
(河川区域外)

１０）
ため池

（ため池かさ上
げ・買取)

１０）
ため池

（河道外調整池
新設)

１５）
渇水調整の強化

＊第２回検討の場説明資料より抜粋
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7

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（流水の正常な機能の維持）①》

※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

1）
【河川整備計画
　　　　相当案】

ダム

検証対象

３）
湖沼開発

４）
流況調整河川

２）
中流部堰

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河口部に堰を建
設した場合、必要
となる容量を確保
できない他、利水
事業の取水地点ま
での送水コストが
不利になり、実現
性が厳しい

■効果を定量的に
見込むことが可能

■河川整備計画相
当案における最適
案として提示して
おり、利水対策の
案として評価可能

１）
ダム

（専用ダム新設）

■効果を定量的に
見込むことが可能

■改築した場合で
も必要となる容量
を確保できない
他、利水事業の取
水地点までの送水
コストが不利にな
る可能性や利水者
の同意が前提とな
るが、
複数を組み合わせ
る利水対策案とし
て評価可能

２）
河口堰

供給面での対応
(河川区域内)

■効果を定量的に
見込むことが可能

■既設ダムの治水
容量等の買い上げ
により確保される
容量では利水容量
としては不足する
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

６）
ダム再開発
（かさ上げ・

掘削）

利水対策

■効果を定量的に
見込むことが可能

■現行計画多目的
ダムに比べ、専用
ダムの場合はダム
が小さくなるがコ
ストが割高になる
可能性や利水者の
同意が前提となる
が、利水対策の案
として評価可能

７）
他用途ダム容量の

買い上げ

■効果を定量的に
見込むことが可能

■雄物川流域には
田沢湖が存在する
が、既得利水への
影響や湖沼環境に
与えるインパクト
を適切に判断でき
ないことから評価
困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■治水で検討され
る遊水地が評価可
能な場合に検討す
ることが前提とな
るが、複数を組み
合わせる利水対策
の案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■玉川、横手川の
流況は厳しく、玉
川ダム、大松川ダ
ムを建設した状態
であり、評価困難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■かさ上げにより
確保される容量が
必要容量を満足し
ない可能性がある
が、複数を組み合
わせる利水対策の
案として評価可能

５）
河道外貯留施設

（貯水池)

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例
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8
※方策 12)水源林の保全、15）渇水調整の強化、16）節水対策は全ての利水対策に共通

利水対策

●雄物川流域の現状等から、当該流域において適用できる方策は「1・2・5・6・7・9・10・12・13・15・16」。
●これらの方策を組み合わせて、複数の利水対策案を検討する。
●組み合わせた利水対策案について、今後、定量化等の具体的な検討を実施し、評価を行う。

１２）
水源林の保全

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■水源林の保全
は、水源林の土壌
が有する雨水を地
中に浸透させて
ゆっくりと流出さ
せる機能を保全す
るものであり、既
に河川流況を構成
しているため新た
に河川流量が増加
し取水可能量を生
み出すものではな
く効果量をあらか
じめ見込むことは
できないが、効果
量にかかわらず行
うべき対策である

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことは困難

■雄物川流域で
は、雨水・中水利
用が行われている
か把握されていな
い。さらに利用施
設の整備を進める
かについては、利
用できる施設を有
する各施設管理者
の判断によって取
り組まれるもの
で、効果量の把握
は困難である

■効果を定量的に
見込むことが可能

■開発地点（雄物
川河口付近）から
補給地点最下流ま
での距離は約90km
であり、建設、送
水コストの両面か
ら見て実現性が厳
しい

１１）
海水淡水化

１７）
雨水・中水利用

１６）
節水対策

１４）
既得水利の
合理化・転用

■効果を定量的に
見込むことが可能

■ため池管理者の
同意、ため池の土
堤や地盤の状況な
ど詳細な調査が必
要であるが、複数
の組み合わせによ
る利水対策案とし
て評価可能

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■節水対策は、節
水機器の普及、節
水運動の推進など
により水需要の抑
制を図るものであ
り、かんがい用水
の場合、地区内の
利用された落水
（排水）の反復利
用がある。反復利
用は地区内の利用
可能量として検討
されるので効果量
の評価は可能であ
るが、排水を利用
するため将来も見
据えた用排水とし
ての水質の観点か
ら注意が必要であ
る

■効果をあらかじ
め定量的に見込む
ことはできない

■渇水調整の強化
は、渇水調整協議
会の機能を強化
し、渇水時の被害
を最小となるよう
な取水制限を行う
よう種々の措置、
指導、要請を行う
ものであり、効果
量をあらかじめ見
込むことはできな
いが、従来より渇
水時に行われてき
た手法であり、効
果量にかかわらず
行うべき対策であ
る

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■皆瀬川、成瀬川
の農業用水取水の
多くを占める国営
平鹿平野農業水利
事業では、水利用
計画の再編（用水
路整備、取水施設
改良等）を行って
おり、改めての評
価は困難

８）
水系間導水

９）
地下水
取水

■効果を定量的に
見込むことが可能

■土地所有者の同
意、ため池の土堤
や地盤の状況など
詳細な調査が必要
であるが、利水対
策案として評価可
能

■効果を定量的に
見込むことがある
程度可能

■地下水の取水に
より地下水低下が
懸念されること
や、これに起因す
る地盤沈下の可能
性もあり、大量に
必要とする新規利
水等では実現性が
厳しいが可能な範
囲で限定的にする
ことで、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

■効果を定量的に
見込むことが可能

■北上川水系の流
況は厳しく、湯田
ダム、胆沢ダムの
容量にも余裕がな
いことから評価困
難

■効果を定量的に
見込むことが可能

■利水容量の振替
を行う容量規模に
応じて、複数の組
み合わせによる利
水対策の案として
評価可能

１３）
ダム使用権等

の振替

需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの

供給面での対応
(河川区域外)

１０）
ため池

（ため池かさ上
げ・買取)

１０）
ため池

（河道外調整池
新設)

１５）
渇水調整の強化

複数の治水・利水対策案の立案について《 各方策の適用性判定（流水の正常な機能の維持）②》

「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づく17方策

： ダムの運用に関する方策

： 堰の活用に関する方策

： 河道外貯留施設の活用に関する方策

： 上記以外の活用に関する方策

： 共通で採用する方策

方策の着色凡例
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